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第１条（目的） 

この規程は、第２条に定める者が公益財団法人日本パラスポーツ協会（以下「本会」という。）

の社会的使命と役割を自覚し、第４条に定める事項を遵守するとともに、「公益財団法人日本パ

ラスポーツ協会登録・加盟団体における倫理及びコンプライアンスに関するガイドライン」を十分に理

解し、実践することにより、本会の目的、事業執行の公正さに対する社会からの信頼を失うような行

為の防止を図り、もって本会に対する社会的な信頼を確保することを目的とする。 

 

第 2 条（対象者の範囲） 

この規程は、以下各号に定める者に適用される。 

（1） 本会定款第 14 条に規定する評議員、同第 28 条に規定する理事・監事、同第 35 条

に規定する最高顧問、同第 36 条に規定する名誉会⾧、同第 37 条に規定する顧問及び参

与（以下、総称して「役員等」という。）、同第 47 条に規定する運営委員会委員、同第 53

条に規定する専門委員会委員（以下、総称して「委員等」という。）、同第 56 条に規定す

る職員、上記以外で本会会⾧または日本パラリンピック委員会委員⾧が委嘱をした者（以下、

本号に規定する者全てを総称して「役職員等」という。） 

（2） 本会定款第 5 条に定める登録団体（以下「登録団体」という。） 

 

第 3 条（基本的責務） 

役職員等および登録団体は、本会定款第３条に規定する「目的」を達成するため、本会の関

係規程に基づき、公正かつ誠実に行動しなければならない。 

 

第 4 条（遵守事項） 

役職員等および登録団体は、下記の事項を遵守しなければならない。 

(1)本会の名誉・信用を毀損する行為をしてはならない。 

(2)関係法令、本会の定款および規程等を遵守するとともに、社会規範に沿った責任ある行動をと

らなければならない。 

(3)暴力、暴言、脅迫、威圧等の暴力的行為や、パワーハラスメント、セクシャルハラスメントを含む

各種ハラスメント行為、違法賭博、八百⾧行為、及びドーピング等の薬物乱用行為、迷惑行為、

差別行為、不適正経理、その他スポーツの高潔性を脅かす行為を行ってはならず、また、これらの行

為に関与してはならない。 

(4)名誉や名誉感情、プライバシーを含め、第三者の権利又は利益を侵害してはならない。 

(5)日常の行動について公私の別を明らかにし、職務やその地位を利用して自己の利益を図ること

や斡旋・強要をしてはならない。 

(6)補助金、助成金等の経理処理に関し、法令等および登録団体の経理規程等に基づく適正な
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処理を行い、他の目的への流用や不正行為を行ってはならない。 

(7)社会秩序に脅威を与える反社会的勢力等とは一切の関係を持ってはならない。 

 

第 5 条（コンプライアンス委員会の設置） 

1 この規程の実効性を確保するため、本会にコンプライアンス委員会を設置する。 

2 コンプライアンス委員会の組織及び運営に関する事項については、別に定める。 

 

第 6 条（処分） 

1 本会は、第 4 条に違反する行為（以下「違反行為」という。）を行った役職員等に対して、違

反行為の内容、程度及び情状に応じて、次の区分により処分を行うことができる。ただし、職員

については、本会の定める就業規則に基づき処分を行う。 

（1） 役員等に対する処分の種類 

① 戒告   :口頭又は文書により注意する。 

② 職務停止:期間を定めて職務を停止する。 

③ 解任   :役員等を解任する（なお、評議員については定款 15 条 1 項、理事及び監

事については定款 19 条 1 号の定めに従う。） 

（2） 委員等に対する処分の種類 

① 戒告   :口頭又は文書により注意する。 

② 職務停止:期間を定めて職務を停止する。 

③ 解任   :委員等を解任する 

（3） 委嘱者に対する処分の種類 

① 戒告   :口頭又は文書により注意する。 

② 解任   :役職を解任する  

2 登録団体がこの規程に違反した場合には、当会が定める登録団体の処分に関する規程に則って

必要な措置をとるものとし、本条及び次条は登録団体には適用されないものとする。 

 

第 7 条（処分の決定） 

１ 役職員等が違反行為を行ったことが疑われる場合、コンプライアンス委員会が調査等を行い、

処分が相当と判断した場合には処分案を作成し、理事会に答申する。 

２ コンプライアンス委員会は、前項の調査のため必要であると認めた場合、役職員等、登録団体

の関係者及び外部の専門家（弁護士、公認会計士、学識経験者）等に、事実調査への協力

を要請することができる。ただし、これらの者に対しても守秘義務を課さなければならない。 

３ コンプライアンス委員会は、処分が予定されている者に対し、弁明の機会を与えなければならな

い。その際には、事前に、予定される処分の内容、処分の根拠となる規程の条項、処分の対

象となった事実、処分の内容を決めるにあたり考慮した事実等を、処分が予定されている者に

対して書面で通知しなければならない。 

４ 理事会は、コンプライアンス委員会が提出する処分案の採否を審議し、処分の要否及び内容
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について決議する。 

５ 本会会⾧は、前項の理事会決議に基づき、審査対象者に対し、以下の事項を記載した書面

をもって処分決定を通知する。 

（1） 処分を受ける者の名称 

（2） 処分の内容（処分を不相当とする場合はその旨） 

（3） 処分対象となる違反行為にかかる事実 

（4） 処分の手続きの経過 

（5） 処分の根拠となる規程及び処分の理由 

（6） 処分の年月日 

（7） 不服申立ての方法及びその申立期間 

６ 処分決定に関与した者は、その職務上知り得た秘密を正当な事由なく第三者に漏らしてはなら

ず、その職を退いた後も同様とする。 

７ 本会は調査対象者又はその他の関係者等のプライバシー等の 

権利に配慮した上で、処分の内容を本会のホームページ等に 

おいて公表することができる。 

 

第８条（改定） 

この規程は、理事会の決議によって改訂することができる。 

 

附 則 

1.この規程は、平成 25（2013）年 3 月 12 日から施行する。 

2.この規程は、平成 27(2016)年 10 月 28 日から改正施行する。 

3.この規程は、令和 3 年 11 月 19 日から改正施行する。 

4.この規程は、令和 6 年 3 月 26 日から改正施行する。 

5.この規程は、令和 7 年 9 月 19 日から改正施行する。 


